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告 示

鳥取県告示第288号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、赤碕町土地改良区の定款の変更を令和８

年４月24日認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和８年５月12日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

                                                    

鳥取県告示第289号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、大原土地改良区の定款の変更を令和８年

４月24日認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和８年５月12日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

                                                    

鳥取県告示第290号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、大鴨土地改良区の定款の変更を令和８年

４月24日認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和８年５月12日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

                                                    

鳥取県告示第291号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、東鴨土地改良区の定款の変更を令和８年

４月24日認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和８年５月12日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

                                                    

鳥取県告示第292号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、富海土地改良区の定款の変更を令和８年

４月24日認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和８年５月12日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

                                                    

鳥取県告示第293号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、天神野土地改良区の定款の変更を令和８

年４月27日認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和８年５月12日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

                                                    

鳥取県告示第294号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

に基づき、指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年５月12日 

鳥取県西部総合事務所長 荒  田  す み 子   

名称 
主たる事務所の

所在地 

指定に係る障害福

祉サービス事業を

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

障害福祉サービ

スの種類 
指定年月日
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行う事業所の名称 事業所の所在地 

株式会社きっか

わソーシャル

ワーク事務所 

島根県安来市飯

島町255－20 

相談室ニジマチ 米子市上後藤８－９

－23 

地域移行支援、

地域定着支援 

令和８年５月

１日 

株式会社オクト 米子市富益町８ すまいる訪問介護

ステーション 

米子市両三柳693－３ 居宅介護、重度

訪問介護 
〃 

                                                    

鳥取県告示第295号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を指定した

ので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年５月12日 

鳥取県西部総合事務所長 荒  田  す み 子   

 

事業者の名称又

は氏名 

指定に係る事業所の

名称 

指定に係る事業所の

所在地 
指定年月日 サービスの種類 

株式会社オクト すまいる訪問介護ス

テーション 

鳥取県米子市両三柳

693－３ 

令和８年５月１日 訪問介護 


